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 京都市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和３年９月１７日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第   号 

京都市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則 

京都市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を次のように改正する。 

 別表第７ １備考以外の部分中 

「 

青果３号棟低温売場 
 

２，１９４  

塩 干 低 温 売 場 １，４５４  

                                」 

「  

青果３号棟低温売場  ２，１９４  

                                」 

「 

南関連１号棟の店 

舗 

 

５６３  

南関連２号棟の店 

舗 
４６４  

そ の 他 の 店 舗 １，３９６  

診 療 所 ２，４４０  

浴 場 ９７  

金融業者事務室 ９７３  

倉 庫 業 者 倉 庫 ７０５  

                             」 

「  

南関連棟の店舗 
 

５６３  

そ の 他 の 店 舗 １，３９６  

                             」 

「 

 鮮 魚 冷 蔵 庫   

５０



を 

に， 

を  

に， 

を 

に， 

１０，２９７，１００   
 

 
塩 干 冷 蔵 庫  

い け す 使 用 料 ４５９，８００  

                                      」 

「  

 塩 干 冷 蔵 庫  １０，２９７，１００  

                                     」 

「 

製 氷 棟 使 用 料 １棟に

つき１ 

月 

１，６９４，０００  

電 動 運 搬 車 充 電 所 使 用 料 ２，３５７，２０１  

                                     」 

「 

電 動 運 搬 車 充 電 所 使 用 料 

１棟に

つき１ 

月 

２，３５７，２０１  

                                      」 

「 

加工配送棟加工処理場  ２，２７０  

                                 」 

「  

水 産 棟 加 工 処 理 場  ２，２７０  

加工配送棟加工処理場 ２，２７０  

                                」 

「 

ふ ぐ 処 理 場 

 

３３７  

諸 車 置 場 ８４８  

買 荷 積 込 所 ７９０  

荷 降 場 ７９０  

物 置 場 ４９５  

 

を 

」 



「 

諸 車 置 場 

 

８４８  

積 降 場 ８４８  

買 荷 積 込 所 ７９０  

荷 降 場   ７９０  

物置 
場 

水産 

棟 

仲卸荷さば

き場 
４０８  

屋 外 ４９５  

そ の 他 の 棟 ４９５  

                                」 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，令和３年９月２１日から施行する。 

（適用区分) 

２ この規則による改正後の京都市中央卸売市場業務条例施行規則の規定は，この規則の

施行の日以後の使用に係る使用料について適用し，同日前の使用に係る使用料について

は，なお従前の例による。 

（第一市場） 

に改める。 


